
政策Ⅳ－２　次世代を担う人づくり

高等教育の充実
施    策

（Ⅳ－２－４）

①島根県立大学の県内就職率

②島根県立島根女子短期大学

    の県内就職率

③島根県立看護短期大学

    の県内就職率

   （大学院等への進学を除く）

　

 　県立大学・短期大学の教育内容の充実をはかり、広い知識と専門の学術を教
授、研究することにより地域社会に貢献できる優れた人材を育成します。

目標値(平成19年度） 現状値(平成15年度）

○就職を希望する学生が県内に就職した割合です。就職支援により卒業者の県内就職率の向上をめざ
  します。

○本県では、平成１６年５月現在で大学、高等専門学校あわせて、８，４２０人の学生が在籍してい

   ます。　（図表１参照）

○高等教育機関は、本県の若者に県内での高等教育への進路選択を可能にし、優れた人材を輩出する

   とともに、学術研究の成果を公開講座の開催や民間との共同研究などで広く県民に還元しています｡

○大学を取り巻く環境は、少子化に伴う１８才人口の減少により平成１９年度には大学全入学時代を

   迎えると見込まれており、大学間競争が激化し、より魅力のある大学づくりをめざすことが求めら

　れます。

○島根県立大学においては、本県の歴史的・地理的特性を生かし北東アジア地域研究の拠点として、

　また少子高齢化、中山間地対策など本県の課題を研究できる専門的職業人の養成機関として学部・

   大学院における研究内容の充実を図っていく必要があります。

○女子短期大学の男女共学化や看護短期大学については学生が学位を取得できるよう認定専攻科をめ

   ざした取り組みを進める必要があります。

○県立３大学についてもこうした時代や地域の要請に対応し、地域の特色を生かした高等教育機関と

　してのさらなる発展を図るために法人化、統合の改革を進めていく必要があります。

目　的

成果指標と目標値

現状と課題

30.0％

60.0％

73.0％

 ① 28.9 ％

 ② 57.3 ％

 ③ 65.2 ％
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◇県立大学管理運営事業

　〔担当課〕総務部総務課

　〔担当課〕総務部総務課

　〔担当課〕総務部総務課

　〔担当課〕総務部総務課

　〔担当課〕総務部総務課

学校名 学科数 入学定員 学生数

島根大学 18 1,140 5,776

島根県立大学 1 200 897

島根女子短期大学 3 230 475

看護短期大学 1 80 252

松江工業高等専門学校 5 200 1,020

合　　計 28 1,850 8,420

資料：県総務部総務課調べ

概 　　　要

○県内高等教育機関相互、また、産業界など関係団体との連

　携体制の強化により、教育研究交流の充実を図ります。

　◇県内高等教育機関の連携体制整備事業

○県立３大学が有する専門的資源の活用による教育研究基盤
　の強化や共通資源の活用による一般教養の教育の充実をお
   こない、自主的かつ効率的な運営を図るため、統合、法人
   化の改革を検討し平成１９年４月の実現をめざします。
　◇大学改革推進事業

○女子高等教育の充実を図り、保育士、栄養士等の養成を行
   います。
　◇短大事業

○公開講座の開催等により教育研究成果を県民に還元します。
　◇公開講座事業
　

○看護学等の研究を図り、看護職員の養成を行います。
　◇短大事業

○公開講座の開催等により教育研究成果を県民に還元します。
　◇公開講座事業
　

（平成１６年５月現在）

事　業　名

◇県立島根女子短期大学管理
   運営事業

○国際的な視野と豊かな教養に基づく「知的体力」を備えた
   人材を育成します。
　◇大学事業

○公開講座の開催等により教育研究成果を県民に還元します。
　◇地域貢献事業

○北東アジア研究を集積し、シンポジウムの開催などにより
　公表します。
　◇北東アジア地域研究センター事業

◇大学改革推進事業

◇県内高等教育機関の連携体制整
　備事業

◇県立看護短期大学管理運営事業

◇主な事務事業

目的を達成するための主な基本事務事業

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　－　　 －　　○　　－

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　   －　　 －　　○      －

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　－　　 －　　○　　－

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　－　　 ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　－　　 ○　　○ 　○

図表１　本県の高等教育機関


